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報告が必要な基準

はじめに

出典：厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成17年2月22日付け通知）（令和5年4月28日一部改正）

厚生労働省通知に基づき、上記の基準を満たすと考えられる場合、報告をお願いします。



Q. 感染者が10名以上になるまで、報告を待つべきですか?

よくある質問

⚫ 2025年に東讃保健所で受理した報告のデータでは、最初の感染者が見つかってから、集団発生

の基準を満たして報告をいただくまで、平均して約1週間の期間がありました。

⚫ 感染症の拡大を防ぐには、感染者数が増え始める初期の対応が肝心です。10名未満の段階でも、

感染症対策をどのように強化すればよいか等、ご不明な点があれば、ご相談ください。

⚫ また、原因が分からない有症状者が増えている場合等、通常とは異なる感染症の流行が疑われる

場合も、保健所による調査・検査の対象となる場合がありますので、早めのご相談・報告をお願い

します。



初回の報告方法

報告の流れ

東讃保健所では、ウェブサイト（ページID：45257）に掲載しているリンクから、オンラインで報告を行うことができます。
報告の開始時にご案内しますので、まずお電話をお願いします。



①施設情報を入力する（初回のみ）

報告の流れ

入力したら、「次へ」を押します。

初回のみ、施設名や連絡先を入力が必要です。

メールアドレスは、必ず間違いがないよう入力してください。



②集団発生情報を入力する（初回のみ）

報告の流れ

疑われる感染経路や、対応に苦慮されている点などをくわしく記載いただくと、保健所側での調査・分析と、情報提供に役立ちます。



③患者リストを入力する（変化があれば、毎日更新）

報告の流れ

感染者1人につき、最初に1行を用意し、同じ感染者は、上書きして内容を更新してください。

新しい感染者は、＋ボタンで登録します。

感染者が増えて、スクロールが大変になった場合は、
PCでの入力をおすすめします。



④「連絡帳」機能について（必要時、活用）

報告の流れ

保健所の担当者との連絡に使用できます。当日の確認・回答は難しいことがあります。お急ぎの場合はお電話ください。

▼ここに質問等を入力します。



翌日以降の報告は、「Myページ」から

報告の流れ

「Myページ」には、過去の入力データが保存されています。 2回目の報告は、データを上書きするかたちで行います。

初回の入力完了後、「回答」ボタンを押すと、
「Myページ」が作成されます。

2回目以降の入力は、「Myページ」のボタンを押して、
編集画面に入って行います。

「Myページ」のリンクは、入力いただいたメールアド
レスにも通知されるので、確認してください。



初回の報告を送信しましたが、メールが届きません。

トラブルシューティング

⚫ 入力したメールアドレスが誤りであった可能性があります。

⚫ 初めから入力をやり直していただくか、保健所へデータが届いている場合は代理入力が可能です

ので、お手数ですがご連絡ください。

マニュアル更新履歴

・Ver.1.0 2026/01/27作成、HP掲載
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